
健康福祉千葉特区 
 

都道府県名： 
千葉県 

申請主体名： 千葉県 

区域の範囲： 船橋市、木更津市、茂原市、佐倉

市、東金市、流山市、我孫子市、

富津市、印西市、白井市、栄町、

栗源町、東庄町、海上町、睦沢町

長生村及び鋸南町の全域 

 

 

 

特区の概要： 誰もが住み慣れた家庭・地域で安心して活き活きと自立した

生活が出来るよう、従来の高齢者・障害者・児童といった対象

者別に行ってきた福祉施策から、規制の特例を活かして、「健

康福祉千葉方式」と呼ぶ、対象者横断的に１施設で複数のサー

ビス提供を受けられる健康福祉サービスの拡充を図る。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・指定介護事業所等における障害児等のデイサービスの容認 

 

「健 康 福 祉 千 葉 方 式」 の 推 進
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○ 高 齢 者 、 障 害 者 、 児 童 一 体 型
デイケア

○ユニバーサルなまちづくり
○ グ ル ー プ ホ ー ム 設 置 促 進
○ パ ー ソ ナ ル ア シ ス タ ン ト 活 動
○逆デイサービス活動
○中核地域生活支援センター
○ふれあい地域生活センター

○「千葉・健康福祉の５原則」
① 性 別 、 年 齢 、 障 害 の 有 無

や種別に関わらない
② 全 て の 人 が 人 間 と し て 個 人
として尊重される
③ 一 人 ひ と り の 状 況 と ニ ー ズ
に応える
④ 家 庭 ・ 地 域 で の 生 活 を 基 本
とする
⑤ 健 康 で 生 き が い を も っ て 自
立して生活できる

 

船橋市ほか 


